
岐阜県自然共生工法研究会 

個人会員のグループ活動支援 
 平成２６年１１月より、岐阜県自然共生工法研究会では、当研究会の個人会員の方を対象に、
「個人会員のグループ活動支援」を行います。 
 詳しくは、下記をご覧いただき、当支援を希望される方は申込みください。 

 （１） 「グループ活動支援」事業に申込みを希望する方（＝申請者）は、別紙申請書(様式１) 

     に必要事項を記入し、郵送等で事務局へ提出してください。提出後、申請内容が研究会 

     の趣旨に合致しているかどうかの審査を行います。 

 （２） 上記審査に合格した場合は、当研究会の同報メールによりグループ活動メンバー募集の 

     案内を行います。 

 （３） 同報メールによる募集後、個人会員より参加申込みがあった場合、事務局から代表者に 

     連絡します。 

  

グループ活動支援の手続き（フロー） 

問い合わせ先 

 岐阜県自然共生工法研究会 事務局 

 〒503-0807 岐阜県大垣市今宿6丁目52番地18 ワークショップ24 4F（(公財)岐阜県建設研究センター内） 

 TEL・FAX （０５８４）８１－１３４０  E-MAIL gifu-shizen@deluxe.ocn.ne.jp 

 研究会HP  http://www2.crcr.or.jp/shizenkyousei/ 

個人会員の登録状況（H26.6.1現在） 

  
 産業界 １，１１５名  学界 １０名  民間 ４２名  官界 ２１９名   合計１，３８６名 

グループ活動支援とは 

 個人会員のグループ活動は個人会員がグループを結成し、会員相互のコミュニケーションを図

るものです。又、これらの活動により、各個人会員が有する自然共生に対する知識の向上、当研

究会の組織の活性化等、大きな効果が期待されます。このため、当研究会はこれらのグループ活

動が開始できるよう、メンバー募集の呼びかけについて、協力（支援）します。 

様々なグループ 

   例えば… 

グループ活動の開始および報告 
 （１） 申請者はメンバーが決定次第、責任者としてメンバーと共にグループ活動を開始します。 

     (注)グループ活動におけるメンバー間の情報交換には原則として事務局は関与しません。ただし、グループの判断で 

         事務局に通知したり会員に周知したい内容等がある場合は、適宜、事務局へメール等でお知らせください。 

 （２） 申請者は年１～２回程度、当研究会事務局に活動報告を行います。 

記 


